
 

                                 令和６年４月２６日 

 

小名浜海星高等学校生徒指導部  

 

保護者の皆様へ 

新年度が始まり、気付けば４月も終わりを迎えようとしています。新入生も含め生徒のみなさんは

元気良く学習や部活動など、日々の生活に臨んでおります。 

今年１年間、お子さんの安全を守り、健全な成長を見届けるために教職員一同最善を尽くして参り

ます。今年度も生徒指導部より、定期的な情報発信を行っていきますので、ご家庭におかれましても

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

ゴールデンウィーク直前にあたり、学校からのお願いや注意していただきたいことをお知らせいた

します。連休明けも落ち着いた生活ができるよう、ご家庭でも会話の機会を持っていただければ幸い

です。 

 

【ヘルメットの着用徹底について】 

 令和５年４月１日より、全ての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となりました。

自転車事故での死亡原因の約６割が頭部損傷によるものです。場合によっては被害だけではなく、加

害者の立場になる危険も予想されます。自転車保険の加入と併せて、ヘルメットの購入と着用徹底を

お願いいたします。 

１年生：自転車通学登録上必要な条件になります。 

２・３年生：今年度は移行期間とします。早めの購入をお願いします。 

自転車通学生は、自転車点検と合わせヘルメットの有無を定期的に検査します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき東署交通課より（原文） 

 4/12（金）8：00～8：30 の間に海星高校前で自転車通学生のヘルメットの着用人数を調査しまし

た。 

 この時間帯に通った自転車通学生６２名、うちヘルメット着用者１３名、約２１％の生徒が着用

していました。昨年度は、2～3名の生徒しか見られなかったので、大変うれしく思います。 

 今後もヘルメットの着用にご協力願います。 
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【ＳＮＳの適切な利用について】 

高校生間のコミュニケーション方法の大部分がＳＮＳで成り立っているとも言われており、人間関

係のトラブルや様々な事件に結びつく危険性があります。  

 以下に示すように、確かに便利なツールであることは間違いありません。しかし、多様化している

現状を考えると、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。連休中は人と会う機会が多い

かと思われます。改めてご家庭内でも会話の場を設け、お子さんからのＳＯＳ発信があれば、早急に

ご連絡・ご相談願います。 

 

【校則の見直しについて】 

 本校では、昨年度より「ルールメイキング」と称して校則の見直しを生徒と教員で実施しています。 

頭髪については、「ツーブロック禁止」については撤廃し、現在の価値観を踏まえ検討をしています。

今学期は、試行期間として生徒総会やアンケートなどを重ねより良いものとしていければと考えていま

す。 

「頭髪は堅実中庸なものとし、パーマ、付け毛（エクステンション）、染色、脱色、カール、眉などの加

工を禁止する。」 

 男女ともに、奇抜、威圧的な頭髪については今後も注意いたします。 

今後もご理解、ご協力をお願いします。 

 

万が一、事故などに遭った時には学校または担任まで速やかにご連絡ください。 

            小名浜海星高等学校  本 校 舎 0246-53-3465 

                       水産校舎 0246-54-3001 

            ※平日17：30～翌朝7：30、土日は留守電となっています。 

 

  今後メールにて生徒指導部通信等を配信していきたいと考えております。 
  何かございましたらお子さんを通じて学校までお知らせください。 


